
資料４



１．バリアフリー基本構想とは

「バリアフリー法」に基づき、駅などを中心とする地区や高齢者、障がい者などが利用する施設が

集まった地区（重点整備地区）において、バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するための方針
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３．計画期間

令和４年度から令和８年度まで

４．基本理念・基本方針

１ 公共交通・駐車場や建築物等のバリアフリー化の推進
（ハード・ソフト）

２ みんなで理解し、支え合う『心のバリアフリー』の推進
（ハート）

３ 誰もが分かりやすいユニバーサルデザインの推進

基本理念

基本方針

２．君津市バリアフリー基本構想
君津市では、関係者による協議会や関係機関との協議を経て、令和４年４月に策定
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５．重点整備地区

重点整備地区

高齢者、障がい者などが利用する施設が
集まった地区でバリアフリー化を重点的
かつ一体的に推進

生活関連施設

高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活
において利用する旅客施設、官公庁施設、
福祉施設その他の施設

生活関連経路

生活関連施設や君津駅(旅客施設)を
結ぶ主要な経路

生活関連施設
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６．特定事業（１／２）
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６．特定事業（２／２）
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７．君津市バリアフリー基本構想推進協議会

学識経験者、障がい者団体、高齢者団体、交通事業者等の関係者で組織し
様々な立場の方々から意見をいただき
君津市バリアフリー基本構想における特定事業の推進を図る

目的

任期

令和５年６月１日から令和９年３月３１日
（君津市バリアフリー基本構想の計画期間の最終年度まで）

開催頻度

年１回程度を基本とし、必要に応じて開催
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